
地
方
税
財
源
の
拡
充
に
関
す
る
意
見
書 

  
真
の
分
権
型
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、地
方
が
そ
の
責
任
と
権
限
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
、

地
方
税
財
源
の
拡
充
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

す
な
わ
ち
、
地
方
全
体
で
巨
額
の
財
源
不
足
が
生
じ
て
い
る
中
、
ま
ず
は
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
地
方
税
財
源

の
拡
充
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
で
導
入
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の
よ
う
に
、
地
方

固
有
の
税
を
地
方
間
の
財
源
調
整
に
用
い
る
よ
う
な
対
応
は
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

と
こ
ろ
が
、
国
や
全
国
知
事
会
に
お
け
る
学
識
経
験
者
の
検
討
会
等
で
は
、
地
方
税
で
あ
る
法
人
住
民
税
の
一
部
国
税
化
と
い
っ
た
、
特
別
区
を

含
む
都
市
部
の
財
源
を
狙
い
撃
ち
に
す
る
よ
う
な
案
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

中
央
区
に
は
、
都
心
回
帰
の
流
れ
に
加
え
、
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
後
を
見
据
え
た
人
口
増
加

へ
の
対
応
や
、
高
度
に
集
積
し
た
経
済
活
動
を
支
え
る
都
市
基
盤
の
整
備
、
全
国
に
先
駆
け
て
建
設
さ
れ
た
多
く
の
公
共
施
設
の
更
新
な
ど
、
都
心

特
有
の
財
政
需
要
が
存
在
し
て
お
り
、
税
源
の
多
さ
の
み
に
着
目
し
て
、
財
政
的
に
富
裕
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

限
ら
れ
た
地
方
税
に
よ
る
調
整
で
は
、
地
方
財
政
が
直
面
し
て
い
る
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。 

 

よ
っ
て
、
中
央
区
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
限
ら
れ
た
地
方
税
源
の
中
で
財
源
調
整
を
行
う
の
で
は
な
く
、
地
方
が
担
う
権
限
と
責
任

に
見
合
う
地
方
税
財
源
の
拡
充
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
強
く
要
請
し
ま
す
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
中
央
区
議
会
の
総
意
を
も
っ
て
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 
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